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Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｈ６－５４１ カード記録機 
 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－４０  一 音声映像記録再生機器 

Ｈ５－４４０   一 電子計算機用データ読み取り穿孔機 

Ｈ５－４４０Ａ  一 電子計算機用データ読み取り穿孔機（床置型） 

Ｈ５－４４０Ｂ  一 電子計算機用データ読み取り穿孔機（卓上型） 

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－１３０ データ入力機等 

Ｈ７－２１２ 音響情報記録再生機器 

Ｈ７－６２４１Ｄ～６２４

２Ｄ 

データ表示機 記録再生機付き 

Ｈ７－７２１Ｄ 表示機付き電子計算機等（床置型） 記録機器付き 

Ｈ７－７２２Ｄ 表示機付き電子計算機等（取付け型） 記録機器付き 

Ｈ７－７２３Ｄ 表示機付き電子計算機等（卓上型） 記録機器付き 

Ｈ７－７２５ 表示機付き電子計算機等（携帯型） 

Ｊ４－３ 時間記録機：タイムレコーダー 

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

カード記録機 カードリーダー カード読み取り機 

カード認識機 メモリーカード読み出し書き込み機 磁気カード読み取り機 

入室者管理機   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

 磁気カード、ＩＣカード等のカードを記録媒体として、音、画像及びＰＣ等で作成した情報等を記録する機

器、カードに記録された情報を再生する機器、又は、カードに記録された情報を読み取り、他の機器を制御

するための機器を分類する。 

 テンキー程度のデータ入力機能のあるものを含む。非接触型を含む。 

 スピーカー、表示画面等出力機を有するものは除く。 

Ａ：床置・卓上型 

 

登録 01179944 

カード認識機 

登録 01179507 

メモリーカード読み出し書き込み機
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Ａ：床置・卓上型 

Ｂ：小型携帯型（腕に装着するものを除く。） 

ＢＡ：腕時計型 （図例なし） 

 

腕に装着して使用するもの。 

Ｃ：壁取付型 

登録 01169336 

磁気カード読み取り機 

 

 

登録 01173136 

非接触式集積回路内

蔵カード処理機 

 

登録 01172748 

カードリーダーライター 

 

 

登録 01172142 

メモリーカード用リー

ダーライター 

 

登録 01171369 

データ入力機 

 

登録 01142209 

カード読み取り書き込み器 

     

登録 01164091 

オーディオ用メモリーカード

プレーヤー 

登録 01173137 

カード型非接触式 

集積回路 

内蔵カード処理機 

登録 1112210 

移動体識別装置 

登録 1183012 

警備状態設定表示器

登録 1139097 

非接触式集積回路内蔵

カード処理機 
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他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

■出力機を具備するものとの関係■ 

・スピーカー等出力機を有するものは、Ｈ７－２１２音響情報記録再生機器に分類する。 

・映像用の表示画面を有するものは、Ｈ７－６２４０～Ｈ７－６２４６に分類する。 

・記録機のみはここに。 

 

■特定の機器専用のものについて■ 

・ビデオカメラに直接取り付けて使用するビデオカメラ用のレコーダーは、Ｊ３－２９１０に分類する。 

 モニター、ビデオカメラ等にコード等で間接的に接続して使用するような ボックスタイプのレコーダーは 

Ｈ６－５代に分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■その他、非接触・接触で情報を処理する機器との関係■ 

・検出対象物の有無を非接触で検出する近接スイッチ（内部部品）はＨ１－５５３へ。 

・指紋認証や、虹彩認証などの生体認証機能のみを持つものはＨ７－１３０に分類する。 

■複合物品について■ 

 カード記録機付きの機器の内、テンキー＋モニタの機能を持つ物はＨ７－７２台に分類する（カードリーダ

＋テンキー＋モニタの要素の内、テンキーがなくとも、物品名や意匠の説明から電子計算機能を持つと判

断できる物であればＨ７－７２代に分類する）。ハンディーターミナルはＨ７－７２５。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■監視用機器との関係■ 

・小売店の出入り口等に設置される、万引き防止用のセンサー付きゲートは、Ｈ７－１１０（監視用機器）へ。

・ビル、部屋等の入り口に設置される、カードリーダー付き入室者管理機（生体認証機付き含む）は、 

 Ｈ６－５４１（カードリーダー）へ。 

・生体認証機のみはＨ７－１３０（操作キー付きはＨ７－１３１）。 

 

Ｊ３－２９１０ 

登録 1138546 

ハードディスクビデオレコーダー 

Ｈ６－５４１   登録 1139097 

非接触式集積回路内蔵カード処理機 

 

Ｈ７－１１０ 

送受信機用アンテナ 

登録 1125686 

Ｈ７－７２５ 

登録 01099485  

電子決済用端末機 

                【使用状態を示す参考図】 

Ｈ６－５４２ 

登録 1333383 

監視用デジタルディスクレコーダー 
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Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

・異なる媒体を使用する記録機能を、複数具備する場合の優先関係は、 

 原則として、内蔵型＜カード＜テープ＜デイスク＜レコードとし、レコード記録機を最優先して分類する。 

 例えば、 

  レコード記録機とテープ記録機を共に具備するものはＨ６－５１（レコード記録機） 

  ディスク記録機とテープ記録機を共に具備するものはＨ６－５２（ディスク記録機） 

  記録媒体を内蔵していても、カード読み取り部があるものはＨ６－５４１（カード記録機）に分類する。 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ
１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 


